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要旨: 自治体で運用されている情報公開制度において、開示請求に対してなされた開示決定等に不服があるとき

は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求を行うことが出来る。審査請求を受けた実施機関は、当

該機関に設置されている情報公開・個人情報保護審査会へ諮問を行う。情報公開・個人情報保護審査会は諮問に

対して答申を行い、その答申を受けて、実施機関は審査請求に対する裁決を行う。 

情報公開・個人情報保護審査会を構成する委員を見ると、弁護士や大学教員などの有識者であることが多いよ

うである。弁護士や大学教員については相応の人材プールがあるものと考えられるが、果たして各自治体におい

て設置されている情報公開・個人情報保護審査会の委員は誰が務めているのか。 

本研究は、47都道府県と 20政令指定都市を対象に、情報公開・個人情報保護審査会の委員の実態を明らかに

するための事例研究を行うものである。 
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Abstract: In the information disclosure system operated by local governments, those who are dissatisfied with a disclosure 

decision made in response to a disclosure request can file a request for review with the implementing agency based on the 

Administrative Appeal Act. The implementing agency that receives the request for review will consult the information disclosure 

and personal information protection review committee set up at that agency. The Information Disclosure and Personal 

Information Protection Review Committee will make a report on the consultation, and based on the report, the implementing 

agency will make a decision on the review request. Looking at the members of the Information Disclosure and Personal 

Information Protection Review Committee, it appears that many of them are experts, such as lawyers and researchers. It is thought 

that there is a suitable talent pool for lawyers and researchers, but who actually serves on the information disclosure and personal 

information protection review committees set up in each local government? This research is a case study to clarify the actual 

situation of members of the Information Disclosure and Personal Information Protection Review Board in 47 prefectures and 20 

ordinance-designated cities. 
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1. 研究の背景と目的 

自治体で運用されている情報公開制度において、開

示請求に対してなされた開示決定等に不服があるとき

は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請

求を行うことが出来る。審査請求を受けた実施機関は、

当該機関に設置されている情報公開・個人情報保護審

査会へ諮問を行う。情報公開・個人情報保護審査会は

諮問に対して答申を行い、その答申を受けて、実施機

関は審査請求に対する裁決を行う。 

情報公開・個人情報保護審査会を構成する委員を見

ると、弁護士や大学教員などの有識者であることが多

いようである。弁護士や大学教員については相応の人

材プールがあるものと考えられるが、果たして各自治

体において設置されている情報公開・個人情報保護審

査会の委員は誰が務めているのか。 

情報公開・個人情報保護審査会の委員構成について、

研究上の関心が払われているとは言い難い。例外的に、

馬場[1]は、情報公開審査会の法的専門能力及び活動の

規定要因を実証的に検証しようとしたものである。同

研究では、2021年 2月時点での都道府県と政令指定都

市の情報公開審査会の委員構成を調査しているが、研

究上の問題関心により、委員の集計にあたって、情報



 

公開・個人情報保護審査会のような審査会を設置して

いる事例については情報公開に関わる委員のみを抽出

するなどの操作を行っている。 

後に、本研究における調査で明らかになるように、

情報公開審査会単独ではなく、個人情報保護審査会も

統合して、情報公開・個人情報保護審査会を置く事例

も見られるところである。 

本研究は、47都道府県と20政令指定都市を対象に、

情報公開・個人情報保護審査会の委員の実態を明らか

にするための事例研究を行うものである。 

 

2. 研究の対象と方法 

 本研究の対象は、47 都道府県と 20 政令指定都

市の情報公開・個人情報保護審査会の委員構成で

ある。 

この委員構成については、都道府県と政令指定

都市の Webサイト上で、その情報が公開されてい

ることが想定される。そこで、2024 年 1 月 25 日

に、47 都道府県と 20 政令指定都市の Web サイト

にアクセスし、サイト内検索を用いて、「情報公

開・個人情報保護審査会」のキーワードで検索を

行い、表示されたページをたどることで、委員構

成に関する情報の在所を探索した。この方法で、

大半の団体では必要な情報が提供されているペー

ジを発見できたが、発見出来ない場合には、あわ

せて Google および Bing を用いて、同様のキーワ

ードで検索を行い、検索結果として表示されたペ

ージに順次アクセスして、情報の在所を探索する

こととした。 

 

3. 結果 

探索の結果を一覧にしたのが表 1である。 

 まず、「情報公開・個人情報保護審査会」のように

統合している団体は、対象である 67団体中の 37団体

あった。30団体は、情報公開審査会と個人情報保護審

査会を別々に設置している。なお、別々に設置してい

る団体では、それぞれ名称が情報公開審査会や個人情

報保護審査会ではない事例もあったが、条例を確認し、

その役割が他の団体と同様であることを確認して、情

報公開審査会や個人情報保護審査会として集計した。

情報公開審査会と個人情報保護審査会を別々に設置し

ている団体については、表中に「／」を入れている。

表中の「／」よりも左側に記載されているのが当該団

体における情報公開審査会の委員名であり、その右側

に記載されているのが当該団体における個人情報保護

審査会の委員名である。 

福島県と福井県については、情報公開審査会と個人

情報保護審査会を別々に設置していることは判明した

が、個人情報保護審査会の委員構成の情報が得られな

かった。鳥取県については、「鳥取県情報公開・個人

情報保護審査会」が設置されていることは確認出来た

が、委員名簿が掲載されているはずのページに、何ら

情報が掲載されていないため、委員構成が不明であっ

た。 

 栃木県は、行政不服審査会が情報公開関係及び個人

情報保護関係の審査も扱うことになっていたため、そ

の委員構成を表に記載した。 

 表中の委員の記載については、各団体のWebサイト

上での記載を根拠として、その属性を大学教員などの

アカデミアからの選任である場合は青色に、弁護士や

司法書士など法律に関わる士業からの選任である場合

はオレンジ色に、それぞれ色分けした。大学名と合わ

せて弁護士の表記がある場合など、複数の属性が記載

されている人物もいたが、そのような場合には最初に

記載されているものをその人物の属性として集計した。

着色していないのは、それら以外の属性からの選任さ

れた委員である。 

 名前を赤字にしてあるのは、複数の団体において委

員を務めている人物である。 

 なお、表中で 2回、その名前が記載されているにも

かかわらず、名前が赤字になっていないものがあるが、

それは同一団体内で 2回名前が記載されている人物で

ある。これは、情報公開審査会と個人情報保護審査会

を別々に設置している団体において、両方の委員を兼

任していることによる。この場合、他の団体で委員を

務めているわけではないため、名前を赤字にしていな

い。 

 委員として、その氏名が判明したのが延べ 652名で

あった。複数団体で委員を務めているのは、16名であ

り、同時に複数の団体で委員を務めている団体の数の

最多は 3であって、寺田麻佑(埼玉県、東京都、神奈川

県)と丸山敦裕(滋賀県、大阪府、神戸市)、小谷真理(京

都市、大阪府、大阪市)の 3名がそれに該当した。 

 

4. 考察 

 本研究では、情報公開・個人情報保護審査会の委員

構成を調査することとしたが、情報公開審査会と個人

情報保護審査会を別々に設置している団体も全体の半

数近く見受けられた。順序としては、もともと情報公

開審査会があるなかで、個人情報保護に関する審査も

必要となって個人情報保護審査会が置かれるようにな



 

り、その後に統合がなされているため、まだ統合が十

分に進んでいないとも言える。 

委員は延べ人数で 652名であった。これを団体数で

割ると、一団体平均 9.73人ということになる。情報公

開・個人情報保護審査会と統合しての運用の場合には、

その委員は 9名程度であり、別々の審査会としての運

用の場合にはそれぞれ 5名程度の委員が選任されてい

るようである。 

複数の団体で委員を務めている人物は 16 名であっ

た。当該地域で委員就任を依頼できるような人物が限

定される場合、近隣の地域に対象を広げて依頼を行う

ということも想定され、実際に主に大学教員で複数団

体で委員を務める人物が確認されたが、全体で見ると、

その数は少数である。このことから、各団体が自らの

地域で専門家を見つけて委員就任を依頼していること

がうかがえる。ただし、最大で 3団体の委員を務めて

いる人物もおり、特に都府県と政令指定都市の委員を

「掛け持ち」することがあるようである。これは、本

研究では調査対象外であったが、一般市や町村まで対

象を広げれば、そのような複数団体での兼任の実態も

見えてくる可能性がある。 

大学教員などのアカデミアからの選任である場合に

は青色にセルを着色したが、これは延べ人数で 289名

であった。弁護士や司法書士など法律に関わる士業か

らの選任である場合にオレンジ色に着色したが、これ

は延べ人数で 214名であった。その二つの以外の属性

が延べ人数で 149名であった。これらのことから、情

報公開・個人情報保護審査会にあっては、大学教員な

どのアカデミアの人物を中心としつつ、弁護士などの

士業の人物をほぼ同数を揃え、かつその他の属性の人

物も大勢を占めない程度に補いながら、委員の選任を

行っていることが示唆される。 

 

5. 結論 

 本研究では、47 都道府県と 20 政令指定都市を対象

に、情報公開・個人情報保護審査会の委員の実態を明

らかにするための事例研究を行った。 

 その実態としては、委員は、一団体平均 9.73人であ

り、その構成は大学教員などのアカデミアからの選任

を中心に、弁護士などの士業の人物をほぼ同数を揃え、

かつ、その他の属性の人物も大勢を占めない程度に補

っている。 

 団体間を越えて、委員として選任される事例も見受

けられるが、都道府県と政令指定都市においては、そ

のような人物の数は全体から見ると少なく、各団体が

他の地域では選任されていないような人物を独自に選

任していることが示唆される。 

 

6. 研究上の課題 

 本研究には、以下の研究上の課題が残されている。 

 まず、本研究では、「誰が委員を務めているのか」

を明らかにしただけである。各委員が審査過程におい

てどの程度の影響力を持っていたのかといったことは

公表資料から明らかにすることが出来ないが、少なく

とも審査会における役職は公開されており、どの委員

が主導的な役割を果たしているのかは推測可能である。

この審査会の動態を明らかにするというとろで本研究

には研究上の課題が残されている。 

 この点については、先行研究として引いた馬場[1]に

おいて採用された研究手法が参照されるところである。

馬場[1]では、実際に情報公開請求を行った上で、非開

示とされた事項について、審査会への審査を申請し、

その結果を見ることで、審査会の動態を明らかにしよ

うとしている。かような、プロアクティブな研究手法

を採用することも検討する必要があるだろう。 

 加えて、本研究はWeb上での情報探索に限定されて

おり、委員構成が明らかにならなかった団体がある。

これらについては、各団体に問い合わせをするなどし

て、情報の欠損を埋める必要がある。この作業を怠っ

ている点でも本研究には課題が残る。 

最後に、本研究は、都道府県と政令指定都市しか研

究対象にしていない。この点については、考察でも言

及したが、一般の市や町村では委員の重複が見受けら

れる可能性がある。特に、大学教員などのアカデミア

からの選任については、本研究で対象とした都道府県

や政令指定都市にあっても、重複しての選任が見られ

るところであり、当該地域に情報公開や個人情報保護

にかかわる研究者を擁するような大学などがないよう

な場合に、域外に専門家を求めざるを得ないことが想

定される。かような専門家の人材供給にかかわり、そ

の課題が浮かび上がるのは一般市や町村である蓋然性

が高く、この点につき未検証であることが本研究に残

された研究上の課題である。 
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表 1 都道府県と政令指定都市における情報公開・個人情報保護審査会の委員構成 

(出所：筆者作成) 

団体名
北海道 飯田 勝吉  磯部 真士 市毛 智子 大野 昇平 川久保 寛 小谷 大介 後藤 雄則 鈴木 光 髙村 茂 竹田 智 森山 弘二 山﨑 皓介 渡辺 麻里衣 
札幌市 小倉 一志 斉藤 宏信 作間 豪昭 津田 智成 四ツ谷 有喜 米田 雅宏
青森県 伊藤 健 加藤 徳子 金子 輝雄 熨斗 佑城 森 雄亮 木村 せつ子 清水 能理
岩手県 窪 幸治 佐藤 あすか 成瀬 幸典 藤田 治彦 村松 文代
宮城県 飯島　淳子 板 明果 三瓶 淳 高橋 由佳 千葉 達朗 ／ 大江 裕幸 大橋 洋介 佐藤 英世 杉浦 永子 吉田 大輔
仙台市 石田 淳也 加藤 論 桑原 真弓 齋藤 信一 中林 暁生 ／ 久保 順也 桑原 真弓 佐藤 英世 塩谷 久仁子 中林 暁生
秋田県 赤坂 薫 阿部 千鶴子 池村 好道 柴田 一宏 三浦 清 ／ 小野寺 倫子 面山 恭子 加藤 謙 佐々木 俊幸 鈴木 明文
山形県 和泉田 保一 伊藤 三之 今野 佳世子 小松 由美 薬丸 有希子
福島県 金井 光生 阪本 尚文 佐藤 知恵子 宍戸 志津子 渡辺 慎太郎 
茨城県 大塚 雅子 亀田 哲也 櫛田 浩司 小嶋 裕司 鈴木 慶子 清山 玲 髙良 幸哉 幅 昌子 増戸 美幸 安 隆之

栃木県 江田 和宏 黒田 葉子 小坂 誉 塚本 純 入内澤 滋夫 篠﨑 文男 島薗 佐紀 畑中 祥子 田中 修二 根本 智子 村上 順男 和田 佐英子

群馬県 片岡 美喜 塚越 毅 戸塚 佳江 長安 めぐみ 林 高弘 ／ 伊藤 正実 岡村 香里 神田 清子 小磯 正康 柴田 喜樹
埼玉県 石田 若菜 石塚 洋一 今泉 千晶 武市 周作 土田 伸也 原島 良成 松村 好恵 南木 ゆう 安原 陽平 ／ 岩隈 道洋 寺田 麻佑 守重 典子 奥山 亜喜子 加藤 隆之 栗原 隆之
さいたま市 池上 純一 柴田 雅幸 中澤 和美 水口 匠 龍 由紀子
千葉県 伊藤 義文 大久保 佳織 大林 啓吾 久保 隼哉 中岡 靖 日名子 暁 横田 明美 ／ 石井 徹哉 小川 有希子 川口 由起子 川瀬 貴之 桐ヶ谷 敬三 谷 麻衣子 永嶋 久美子
千葉市 大塚 誠 井原 真吾 栗原 春江 小林 裕三 下井 康史 中村 直人 本澤 陽一 渡辺 静子
東京都 新美 育文 神橋 一彦 石井 夏生利 染谷 政克 寺田 麻佑 西川 明男 野口 貴公美 細川 珠生 德本 広孝 西貝 吉晃
神奈川県 天野 晴子 伊部 智隆 柏尾 安希子 小向 太郎 寺田 麻佑 友岡 史仁 鳥越 真理子 人見 剛 森田 明 湯淺 墾道
横浜市 金子 正史 松村 雅生 金井 惠里可 飯島 奈津子 板垣 勝彦 久保 博道 齋藤 宙也 西川 佳代 久末 弥生
川崎市 板垣 勝彦 田所 美佳 早川 和宏 本間 春代 石野 百合子 嘉藤 亮 友岡 史仁 中島 美砂子
相模原市 金井 利之 上代 庸平 尾崎 隆 岩﨑 忠 辻 雄一郎 粟谷 布由実 臼井 雅子 村山 貴子 江﨑 智彦 
新潟県 阿達 秀昭 石田 晶子 内田 千秋 中村 恵子 三科 俊 村上 裕 山本 真敬 ／ 阿達 秀昭 石田 晶子 内田 千秋 中村 恵子 三科 俊 村上 裕 山本 真敬 桑原 悟
新潟市 池 睦美 岩嵜 勝成 松永 仁 今本 啓介 野口 祐郁 藤瀬 竜子 菊池 弘之 杵渕 栄治 櫻井 香子
富山県 大石 貴之 大原 弘之 神山 智美 中村 正美 西田 隆文 ／ 大石 貴之 大原 弘之 神山 智美 中村 正美 西田 隆文
石川県 稲葉 実香 樫見 由美子 久保 豊 小堀 秀行 安田 秀樹 ／ 稲角 光恵 上田 黎美 岡部 朋代 小堀 秀行 三浦 靖子
福井県 内川 毅彦 島嵜 正行 髙野 ますみ 森口 功一 山﨑 祐美子
山梨県 伊藤 智基 芦沢 幸彦 大島 わかな 平井 貴美代 八巻 力也 ／ 市川 美季 大塚 ゆかり 郷 健太郎 新里 清高 松本 成輔
長野県 有吉 美知子 手塚 優子 中村田 鶴子 沼尾 史久 柳澤 修嗣 ／ 有吉 美知子 手塚 優子 中村田 鶴子 沼尾 史久 柳澤 修嗣
岐阜県 栗山 知 佐藤 住子 下條 芳明 地守 素子 和田 恵 ／ 栗山 知 佐藤 住子 下條 芳明 地守 素子 原山 美知子 和田 恵
静岡県 加藤 裕治 鎌塚 優子 久保田 誠実 下田 明宏 武田 惠子 森下 文雄 ／ 天野 ゆかり 伊東 明子 原田 伸一朗 宮田 逸江 吉崎 暢洋
静岡市 朝倉 保 浅野 智裕 岡村 真央 髙橋 正人 冨澤 かな ／ 朝倉 保 浅野 智裕 岡村 真央 髙橋 正人 冨澤 かな
浜松市 池田 千晶 岡本 孝子 木山 幹恵 杉田 智樹 中村 雄一 野中 正子 幅 あけみ 原田 伸一朗 村井 秀行 山本 泰子
愛知県 久志本 修一 石黒 潔秀 久須本 かおり 服部 由美 伴野 友昭 永岩 慧子 永戸 力 ／ 石附 満江 島田 佳幸 坂東 俊幸 阪野 公夫 村瀬 桃子 森 まどか 安田 孝美
名古屋市 荒見 玲子 小野木 昌弘 川上 明彦 小林 直三 清水 綾子 庄村 勇人 森 絵里 米澤 孝充 渡部 美由紀 ／ 荒見 玲子 長田 弘己 川上 明彦 小林 直三 齋藤 彰一 庄村 勇人 間瀬 健二
三重県 片山 眞洋 川本 一子 須川 忠輝 仲西 磨佑 三田 泰雅 小川 友香 名島 利喜 山﨑 美幸
滋賀県 大西 祥世 川嶋 四郎 川村 節子 北田 明子 佐々木 健 鹿内 美恵子 中 睦 中井 陽一 中尾 祐人 中島 誉子 奈良岡 聰智 野口 拓 丸山 敦裕 山仲 幸
京都府 有賀 美砂 奥野 美奈子 橋本 佳幸 原田 大樹 松本 哲治 宮本 恵伸 山舗 恵子 山田 篤 山本 克己 吉松 裕子
京都市 石塚 武志 泉谷 淳 江村 一宏 北村 和生 小谷 真理 小林 務 薗田 眞紀 高居 美鈴 前田 佳子 毛利 透
大阪府 荒木 修 魚住 泰宏 海道 俊明 北村 和生 小谷 真理 近藤 亜矢子 島尾 恵理 畠田 健治 福島 力洋 的場 かおり ／ 重本 達哉 島田 佳代子 竹村 登茂子 西上 治 丸山 敦裕 三成 美保 大西　祥世 田口 由美子 中尾 祐人 榊原 和穂 野田 崇
大阪市 玉田 裕子 小林 美紀 重本 達哉 小谷 真理 奥村 裕和 村田 尚紀 ／ 野呂 充 小林 邦子 篠原 永明 矢口 智春 金井 美智子 岡澤 成彦 塚田 哲之 野田 崇
堺市 石橋 章市朗 阪井 千鶴子 坂本 団 高木 佐知子 豊永 泰雄 ／ 岡本 大典 高野 恵亮 堀内 佐智夫 松本 未希子 矢口 智春
兵庫県 中川 丈久 井上 典之 園田 寿 前田 雅子 梅谷 順子 中本 浩一 河端 亨 申 吉浩 西片 和代 三上 喜美男
神戸市 奥見 はじめ 木下 昌彦 小舟 賢 中原 茂樹 三上 喜美男 ／ 浅利 慶太 興津 征雄 海道 俊明 鎌田 裕代 玉置 久 灘本 明代 丸山 敦裕
奈良県 久保 博子 髙谷 政史 竹村 登茂子 野田 崇 林 晃大 ／ 岡田 治子 緒方 賢史 片桐 直人 杵崎 のり子　 毛利 透 吉永 洋子
和歌山県 石倉 誠也 上岡 美穂 小川 高志 片山 直子 惣谷 恵 塚田 晃司 早坂 豊司 藤田 隼輝 森下 順子
鳥取県
島根県 永松 正則 清原 和之 永野 茜 福間 恭子 熊谷 優花 マユーあき 
岡山県 豊田 ひとみ 南川 和宣 中富 公一 岩﨑 香子 森 智幸 木下 和朗 荒井 佐和子 福田 伸子
岡山市 桒田 睦 佐々木 浩一 髙橋 絢子 福重 さと子 堀口 悟郎
広島県 井上 嘉仁 内田 喜久 中矢 礼美 石井 誠一郎 西條 潤 山崎 俊恵 金谷 信子 中根 弘幸 山田 明美
広島市 片木 晴彦 ジョージ・R・ハラダ 濱野 滝衣 栗原 理 田邊 誠 日山 恵美 松島 慶太 福永 実 松田 健之介 山中 和久
山口県 沖本 浩 服部 麻理子 水谷 芳昭 井竿 富雄 石原 詠美子 松本 香代子
徳島県 泉 純 生長 拓也 大森 千夏 鎌谷 郁代 綾野 隆文 岩田 晴美 小田切 康彦 桝本 久実 遠藤 理恵子 篠原 靖典 竹原 大輔 田中 里佳
香川県 岡田 有里加 春日川 路子 藤本 邦人 松井 創 三木 真由美 三野 靖 ／ 鹿子嶋 仁 滝口 耕司 土岐 敦史 平野 幸代 山下 直子
愛媛県 妹尾 克敏 武田 秀治 豊島 徳子 松原 日出子 光信 一宏
高知県 岩倉 秀樹 菊池 直人 田所 大祐 中橋 紅美 長山 育男 西森 やよい 藤原 潤子 藤本 富一 森 裕之 横川 和博 ／ 稲田 知江子 福島 和彦 福本 昌弘 村井 孝至 吉村 和世
福岡県 相澤 直子 石森 久広 一瀬 悦朗 谷口 美香 森 咲子 柳井 圭子 山口 雅司 ／ 井上 真由美 江島 玲子 小林 登 権藤 光枝 櫻井 幸一 佐々木 久美子 中原 清美 村上 英明 山元 規靖
北九州市 阿野 寛之 神 陽子 熊谷 美佐子 仲野 宏子 中村 智美 ／ 時枝 和正 姜 信一 重永 酉子 神原 ゆうこ 川島 悠子
福岡市 石森 久広 五十川 直行 大神 朋子 大脇 成昭 北坂 尚洋 作間 功 山下 亜紀子 ／ 石川 寛子 永星 浩一 大神 朋子 小山 毅 北坂 尚洋 櫛田 久代 作間 功 櫻井 幸一 鈴木 崇弘 萩原 香代子 山下 亜紀子
佐賀県 池田 宏子 城野 一憲 原 まさ代 古川 千津子 松尾 弘志
長崎県 横山 均 佐藤 烈 塩飽 昂志 久部 香名子 藤野 美保 ／ 武藤 智浩 池内 愛 浦川 末子 尾崎 友哉 松崎 なつめ
熊本県 朝田 とも子 甲斐 郁子 齊藤 信子 関 智弘 馬場 啓
熊本市 澤田 道夫 河津 典和 魚住 弘久 岩橋 浩文 北野 誠
大分県 生野 裕一 渡邊 博子 大塚 浩 松尾 和行 徳丸 由美子 三島 麻衣 加納 雅子 品川 佳満 帆秋 勢津子
宮崎県 洲崎 達也 小林 かおり 斉藤 拓実 中原 香津子 袴田 真美 ／ 山田 卓 荒木 早苗 小幡 小百合 串間 文子 箕輪 さくら 森部 陽一郎
鹿児島県 黒沢 佐和美 中島 均 中島 大輔 西 みやび 野田 健太郎
沖縄県 井上 禎男 仲村 剛 中村 政也 新見 研吾 三浦 毅 ／ 井上 禎男 上江洲 純子 尾辻 克敏 島袋 彩子 安井 琢磨

委員


